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イスラエル大使館経済部 × 『農業経営者』編集部 タイアップ企画

2018年5月5日～11日

イスラエル訪問経験10回の
農業ジャーナリスト浅川芳裕と
イスラエル大使館経済部から
日本人スタッフが同行します。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．免責事項…お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、 ◆旅券・査証について---（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡
が旅行企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当 　　当社は賠償の責任を負いません。 　航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせ下さい）この旅
社と募集型企画旅行契約を締結していただくことになります。 　・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の 　行には有効期間が2018年11月10日以上あり、見開き２ページ以上の

　　変更若しくは旅行中止 　余白がある旅券が必要です。現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効
　・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅 　か否かの確認は、お客様の責任で行ってください。

　　　（旅行代金の20%以上～旅行代金迄）を添えてお申込み下さい。 　　行日程の変更若しくは旅行の中止
　　　お申込み金は、旅行代金、取消料、または違約金の一部または 　・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中
　　　全部として繰り入れます。 　　毒、盗難

　・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更
　　　受理した時に成立いたします。 　　若しくは目的地・滞在時間の短縮

６．特別補償…お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手
　　少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合が 　　荷物に被られた一定の損害については、当社の故意、過失の有無
　　あります。この場合、旅行開始日から起算してさかのぼっ 　　にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金及び見 ◆個人情報の取扱について---当社は申込書に記載された個人情報
　　て23日目にあたる日より前に連絡させていただき、お預かりして 　　舞金をお支払いします。 　について、お客様との連絡、運送・宿泊機関などの提供するサー
　　いる旅行代金全額をお返しします。 　ビスの手配に必要な範囲で利用させて頂きます。また、旅行先で

《海外旅行保険加入のおすすめ》 　のお買い物などの便宜の為に、お客様の個人データを土産物店に
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で 　提供する事があります。土産物店への個人データの提供停止を希

　　事代、入場料、消費税等諸税が含まれます。 保険をおかけになることをおすすめいたします。 　望される場合は、旅行出発までにお申し出下さい。この他、当社
　　旅行日程に記載のない交通費等の諸費用、空港施設使用料、燃油 　では、当社の提供する商品やサービス、キャンペーン、統計資料
　　サーチャージ・航空保険料及び個人的性質諸費用は含まれません。 ７．旅程保証…当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、 　の作成などにお客様の個人情報を利用させていただく事がありま

　　当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部第29条別表）に掲げる 　す。これら提供案内等の停止を希望される場合は、お申出下さい。
　　行契約を解除することができます。なお、取消日とは、お客様が 　　重要な変更が生じた場合は、同条に定めるところにより変更補償
　　当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日 　　金をお支払いします。 ◆海外危険情報について---渡航先（国または地域）によっては「外
　　とします。 ８．お客様の責任…お客様は、当社から提供される情報を活用し、お 　務省危険情報」等の渡航に関する情報が出されている場合があり

　取　消　料（おひとり） 　　客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解 　ます。その場合、お申込みの際に「海外危険情報に関する書面」
　　する様に努めなければなりません。また、お客様は、旅行開始後 　をお渡しします。また、外務省海外安全ホームページでもご確認
　　に、契約書面に記載された旅行サービスについて記載内容と異な 　下さい。（http://www.pubanzen.mofa.go.jp/）。
　　るものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の
　　手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければ
　　なりません。

14日目に当たる日以降 ９．このパンフレットに記載の旅行日程等旅行条件は2018年3月6日
3日目に当たる日まで 　　現在を基準としています。

旅行代金の50％ ◆渡航先の保健衛生について---渡航先の衛生状況に付いては厚生
旅行代金の全額 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、  　労働省検疫感染症ホームページでご確認下さい。

事前にご確認の上、お申し込み下さい。 　 （http://www.forth.go.jp/）

旅行代金の20％

 旅行開始日の前々日・前日及び当日

 旅行開始後又は無連絡不参加の場合
※ピーク時とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

２．旅行中止の場合…ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最

３．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
　　パンフレットに記載された日程に明示された送迎費、宿泊費、食

４．取消料…お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅

取　消　日　区　分

旅行開始日の前日

から起算してさか

のぼって

40日目に当たる日以降

31日目に当たる日まで
無料

30日目に当たる日以降

15日目に当たる日まで
50,000円

　(3) 旅行代金は旅行出発日の21日前までにお支払いいただきます。

ご旅行条件（要約）必ずお読みください。【このパンフレットは、旅行業法第１２条の４に定める取引条件の説明書面及び同法第１２条の５に定める契約書面の一部となります。】

この旅行は、㈱日本旅行関西企画旅行支店（以下「当社」といいます）

１．お申込み方法と契約の成立
　(1) 当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お申込み金8万円

  (2) 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を


